
仕様書 

 

１．業務名 

情報紙「えこっとＯＳＡＫＡ」（令和６年度分）の企画編集及び印刷業務 

 

２．目的 

地球温暖化防止のために、脱炭素型の生活様式や社会経済活動に変えていくことが求められており、こ

のためには府民・事業者など地域を構成する各主体の参加と協働が不可欠である。 

このため、人と人とをつなぐ環境情報の提供・交換、支援など、情報のかけはし的存在としての役割を

果たす広報紙「えこっとＯＳＡＫＡ」を発行する。 

 

３．編集方針 

①「えこっとＯＳＡＫＡ」の機能 

 大人・子ども、学生、社会人、市民団体、環境ＮＰＯ／ＮＧＯ、企業、市町村など府民の皆が参加、紙

上に登場するなど多様な紙面構成とし、読者の意見を反映することができる機能を持たせる。 

② 読者対象 

読者の対象は、地球温暖化問題に対する取組みの裾野を拡大するため一般府民とする。 

③ 記事内容 

記事の内容は、地球温暖化防止及びこれに関連する環境問題に係る環境学習・環境保全活動に関する

具体的な事例紹介、各種行事の予告・報告、最新情報の解説、その他関連するものとする。 

また、４．①の「特集」や「情報の提供」については、様々な取組による効果がわかりやすく見える

よう（見える化）に工夫するものとする。 

④ 発行 

発行は、８月（夏号）、１２月（冬号）、３月（春）とする。 

規格はＡ４版、４ペ－ジとし、原則として各５千部作成する。 

⑤ 編集委員会 

作成に際して、一般財団法人大阪府みどり公社（以下、「公社」という。）が情報紙編集委員会（以

下、「編集委員会」という。）を開催し、紙面構成、記事内容等について検討する。 

 

４．業務の内容 

① 紙面構成の企画 

紙面は、原則として、以下の内容により構成するものとするが、各構成の趣旨を踏まえた上で、より

一層充実や工夫できること（例えば、府民に対してわかりやすくすること、地球温暖化防止活動の効果

を定量・見える化することなど）について企画を提案すること。 

・ 表紙 

地球温暖化に関する最新情報、府民・環境ＮＰＯ／ＮＧＯ・学校・企業などの温暖化防止活動・

事業等を写真も使って紹介する。視覚に訴え、読者に身近でインパクトのあるもの、季節感にも配

慮する。 

・ 特集 

調査・研究レポ－ト、論文、講演などでタイムリーなものを紹介する。環境にやさしいライフス



タイルや地域での活動をテーマにした対談、討論、座談会、インタビューなども掲載可能とする。 

・ 活動事例の紹介 

以下に示す事例などを具体的に紹介する。 

大阪府地球温暖化防止活動推進センターが実施している事業 

大阪府や独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、市町村及び他の公共機関で実施して

いる事業 

環境教育活動 

地球温暖化防止活動推進員の活動 

環境ＮＰＯ／ＮＧＯ、市民団体、企業などの活動 

その他、身近に、気楽に、地域（環境行政など）や府民からの話題 

・ 情報の提供 

地球温暖化に関する新たな知見などについて、デ－タ、グラフ、Ｑ＆Ａなどを使って情報提供す

る。 

・ 催事などのお知らせ 

大阪府、独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、市町村、環境ＮＰＯ／ＮＧＯなどが開

催する環境イベント、セミナーなどの告知や報告を掲載する。 

② 記事原稿の作成（各刊の原稿作成） 

・ 取材 

記事原稿の作成のため、必要に応じて、取材、インタビュー、原稿作成の依頼（これらに係る取

材先等との調整を含む。）などを実施し、記事の概要、説明用の写真、図表等を整理する。 

・ 編集・レイアウト 

①の紙面構成の企画に従い紙面のレイアウトを行うとともに、個々の記事の編集を行う。 

記事の内容については、読者が掘り下げて考えるものとなるよう配慮する。 

・ 紙面デザインの企画 

わかりやすく、インパクトのある記事とするため、写真の掲載、ビジュアル的な構成に努める。

また、ミニコミ誌編集のノウハウを取り入れるなどして、環境に関心のない人々の心を掴む工夫を

行なう。 

・ 記事原稿の作成 

記事原稿を作成し、編集委員会の意見を聞いた上で、必要な修正を加える。 

③ 印刷（各刊の印刷） 

版下を作成する。 

校正は２回とし、公社と調整する。 

印刷の用紙は、再生紙、白色度７０を使用する。 

印刷部数は、原則として５，０００部とする。 

 

５．成果品 

印刷物（「えこっとＯＳＡＫＡ」各５千部）及びその電子媒体（イラストレーター等）一式を提出する。 

提出の期限は次のとおりとする。 

夏号：令和６年 ８月１０日 

冬号：令和６年１２月１０日 



春号：令和７年３月１０日 

 

６．著作権 

  本件コンテンツに関する一切の著作権（著作権法２７条及び２８条の権利を含む）を公社に譲渡する。 

 

７．その他 

仕様書に定めのない事項については、別途、公社と協議するものとする。 


